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◎開会・開議

午後３時３０分開会・開議

○教育長 ただいまから、令和６年度第２回みどり市定例教育委員会議を開会いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第１ 会議録署名委員の指名

○教育長 日程第１、会議録署名委員の指名をさせていただきます。本日は、席番５番の小屋委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○教育長 日程第２、会期の決定ですけれども、令和６年５月１５日、本日１日ということにしたい

と思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 御異議なしの声がありましたので、本日１日と決定いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第３ 教育長報告

○教育長 日程第３、教育長報告を議題といたします。私のほうから報告させていただきます。

４月１６日、みどり市区長及び副区長委嘱状交付式・みどり市区長会定例会がありました。市長、

副市長と関係部局で出席いたしました。定例会では、私のほうで自己紹介をさせていただきました。

３２の行政区がありますが、今年度については、笠懸５区の永屋区長が就任されました。

１７日、教育研究所第１回運営委員会及び推進委員会がありました。運営委員会は、今年度の教育

研究所の事業全般について協議をする場になります。そして、推進委員会は、教育研究を行う研究班

についての協議をする場です。それぞれ委嘱状を交付して、挨拶をさせていただきました。

１８日、榛東村の副村長、教育長等が来庁されました。以前みどり市の総務部長をされていた小池

副村長、そして須永教育長をはじめとする約１０名がお越しになりました。この日は、市長部局と教

育委員会の行政実務視察ということで、教育委員会については、大間々学校給食センターと笠懸西小

学校の視察が行われました。参考になるところが多くあればこちらも幸いと感じました。

同日、東部管内教育長会議、東部地区人事会議がありました。教育長会議では、東部教育事務所の

今年度の運営方針などの説明をしていただきました。人事会議では、令和５年度の人事異動の状況、

結果報告等の説明がありました。

１９日、総務文教常任委員会協議会がありました。報告事項は４件で、令和６年度の学校管理職、

そして学級数、児童生徒数等の報告をさせていただきました。ちなみに、学級数は小学校が１０９、

中学校が６０、児童生徒数については小学校が２，３０７名、中学校は１，２２８名でした。そのほ

か、史跡岩宿遺跡保存整備基本計画について、岩宿博物館常設展示改修計画について説明をさせてい

ただきました。
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同日、みどり市青少年育成推進員連絡協議会総会がありました。こちらでは、日頃から大変お世話

になっている青少推の皆様にお祝いと感謝の言葉を述べさせていただきました。

２０日、岩宿の里米っこクラブ開校式がありました。米っこクラブの活動は全部で８回あります。

主な内容は古代米の栽培ですが、栽培だけではなく民俗行事についても、かかしを作ったり、しめ縄

を作ったり、餅つきをしたりというような楽しい行事が全８回にわたって行われます。ボランティア

で古代米の会の方々、古代料理研究会の方々にそれぞれ御協力いただいています。

２３日、群馬県都市教育長協議会の第１回定例会及び情報交換会がありました。伊勢崎市が当番市

で、会場は群馬県総合教育センターで行われました。会長が全国都市教育長協議会の理事会に出席さ

れておりますのでその報告、そして、今年度の役員の選出や日程の確認が行われました。今年度、群

馬県の教育ビジョンと呼ばれている第４期群馬県教育振興基本計画が行われていますが、群馬県総合

教育センターの古市所長からその説明がありました。その後、同じ敷地内に今年度開校いたしました

夜間中学校のみらい共創中学校を見学させていただきました。そして、つなサポ体験ということで、

不登校児童生徒が、３Ｄのメタバース上で自分にそっくりなアバターを作成して、ＷＥＢ上で登校し

勉強をしたり、チャット等で仲間とやりとりをしたりする取組がことしの６月から始まります。みど

り市にも、全欠の児童生徒がおりますので、このような機会で学びを失わずこれを活用できるよう、

しっかりと案内をしていきたいと思っています。

同日、みどり市教科等指導員委嘱状交付式がありました。都市教育長協議会と重なりましたので、

神山課長に代理をお願いいたしました。

２５日、笠懸町地区公民館長及び主事委嘱状交付式がありました。委嘱状の交付と挨拶をさせてい

ただきました。笠懸町は１０区ありますが、１区から１０区、館長１名、主事が２名ないし３名、笠

懸公民館とも連携をとりながら各地区の公民館活動が行われています。コロナ禍が明けて活動が活発

化していますので、今年度も有意義な活動を大いに進めていただきたいと思っています。

同日、関東地区都市教育長協議会がありました。今年度については、日程等の都合がつかなかった

ため欠席させていただきました。

２６日、定例部長会議がありました。政策企画部から、付属機関設置条例の改正ということで、み

どり市の部活動のあり方検討委員会が調査審議を行う機関でありますので、附属機関として１０人以

内の規定で設置したいと思っております。

同日、みどり市民生委員児童委員協議会総会がありました。会場は、グンエイホールＰＡＬで行わ

れました。挨拶をさせていただき、日頃の対応かつ多大なる御尽力に感謝をお伝えしました。

５月１日、定例校長会がありました。富弘さんの御逝去を受けて、心から安らかな眠りにつかれま

すようにとお話しさせていただきました。今後の予定についても、改めて富弘さんのこれまでの功績

や詩画を、これからもますます認識していただけるよう、責任を持ってやっていかなければならない

ということで、詩画の公募展にもより積極的に参加していきましょうとお話しさせていただきました。

ほかに、不登校対応や生徒指導の充実、学力向上、英検の内容に触れ、コミュニティスクールについ
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ても、それぞれの学校の足並みがそろわないといったことがないように、共通理解をもって進められ

ればというお話をさせていただきました。

２日、群馬県特別支援教育総合推進事業運営会議がありました。都市教育長協議会の代表として出

席させていただきました。第３期となっています群馬県特別支援教育推進計画に関わった現状、そし

て今後のあり方について協議しました。

３日、星野富弘氏の葬儀がありました。葬儀の最後に、奥様の昌子様の御挨拶で、次のようなお話

をされていました。夫婦の会話の中で、子供がいなくてさみしいと思わないかという問いかけを富弘

さんにしたところ、絵をたくさん描いてきて、子供に手を引かれて歩くようにひとつひとつの作品を

作ってきたからさみしくないよ、というやりとりがあったということでした。富弘さんが作品の数々

は我が子だという解釈をしている、という話をいつも聖生館長から聞いていたので、印象に残りまし

た。また、牧師さんから富弘さんに、遺言はお書きになったのですかと問いかけがあったらしく、昌

子さんはその話を聞いて、嫌な話をするなと思ったそうですが、富弘さんは少し間をおいて、私が絵

を描くこと、文章を書くことが遺言なのだとお話しされたそうです。１時間ぐらいだったかと思いま

すが、賛美歌を歌って、どのようなお話を牧師さんがされたのか、内容がわかると思いますので、ぜ

ひＹｏｕＴｕｂｅをごらんいただけるとよいと思います。

７日、小・中学校初任者研修がありました。みどり市を会場にして、本年度採用の東部管内の新任

者の研修が行われました。集合場所、解散場所がながめ余興場ということで、歓迎の挨拶をさせてい

ただきました。みどり市の新採の先生方もいらっしゃいましたが、本当に初々しくやる気に満ちた様

子を感じましたし、学校現場を離れて一息つけるような活動になったのではないかと思いました。朝

方雨が降っていて、活動がフィールド、野外ということでしたので心配していましたが、午後は天気

ももったようですので、有意義な活動が行えたと思っております。ながめ余興場のほかに、わたらせ

渓谷鐵道に乗り、旧花輪小学校記念館を見学し、またわたらせ渓谷鐵道を使って大間々に戻ってきて、

大間々町を散策するというような盛りだくさんの内容でした。ぜひ大間々、そしてみどり市に興味を

持っていただいて、休日にまた来ていただければと思っています。

８日、教育研究所の開講式がありました。推進委員会に関係する教育研究を行う部署の３つの班、

ことしについては、学力向上班、特別支援教育推進班、ＩＣＴ活用班ということで、計画的にそれぞ

れの資質、能力を伸ばせるように頑張っていただきたいとお話をしました。

９日、学校適正規模・適正配置検討委員会がありました。急遽予定を組み、大間々南小学校の視察

を実施しました。田口委員長からも、委員の皆さんに小規模校の現状を見ていただくことも必要では

ないかというお話をいただいたので、授業参観と休み時間の児童の様子、学校長からの説明、質疑応

答の時間をつくっていただきました。ひとつひとつの学級を見ると、大規模校と人数が大きく異なる

わけではなく、大間々南小学校は、どの学年も２０人ぐらい、一番少ないところで１８人か１９人ぐ

らいだったと思います。その様子を見て、これが例えばあと１０人減るとどうなるのか、あるいは１

０人ふえるとどうか、というような想像をしながら見ていただいたのではないかと思うと、大変有意
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義な時間になったと感じました。

１３日、県市町村教育長協議会第１回定例会・県市町村教育長人事会議がありました。新任の教育

長、そして事務局の紹介の後、群馬県教育ビジョン、第４期群馬県教育振興基本計画についての説明

がありました。人事会議では、令和５年度末の人事についての状況報告、令和６年度の人事に関する

日程や内容の説明をしていただきました。

１４日、みどり市子ども会育成会連絡協議会総会がありました。日頃の活動への敬意と感謝を述べ、

挨拶をさせていただきました。地域と関係を深めるコミュニティスクールについて、連携を強化して

いきたいという話をさせていただきました。

私からは以上です。教育長報告について、何かございますか。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第３、教育長報告は以上で終了

いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第４ 報告第６号 教育長の専決に関する報告（会計年度任用職員の任用）について

○教育長 続きまして、日程第４、報告第６号、教育長の専決に関する報告（会計年度任用職員の任

用）についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、教育総務課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第４、報告第６号、教育長の専

決に関する報告（会計年度任用職員の任用）については以上で終了いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第５ 議案第２号 教育長の臨時代理に関する承認について（令和６年度みどり市立学校適正

規模・適正配置検討委員会委員の委嘱）

○教育長 続きまして、日程第５、議案第２号、教育長の臨時代理に関する承認について（令和６年

度みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の委嘱）を議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。
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〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第５、議案

第２号、教育長の臨時代理に関する承認について（令和６年度みどり市立学校適正規模・適正配置検

討委員会委員の委嘱）、本案を原案のとおり承認してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり承認することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第６ 議案第３号 議会の議決を経るべき議案の原案について（工事請負契約の締結）

○教育長 続きまして、日程第６、議案第３号、議会の議決を経るべき議案の原案について（工事請

負契約の締結）を議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、教育総務課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第６、議案

第３号、議会の議決を経るべき議案の原案について（工事請負契約の締結）、本案を原案のとおり決定

してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第７ 議案第４号 議会の議決を経るべき議案の原案について（令和６年度教育費一般会計補

正予算（補正第１号））



- 6 -

○教育長 続きまして、日程第７、議案第４号、議会の議決を経るべき議案の原案について（令和６

年度教育費一般会計補正予算（補正第１号））を議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、教育総務課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第７、議案

第４号、議会の議決を経るべき議案の原案について（令和６年度教育費一般会計補正予算（補正第１

号））、本案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第８ 議案第５号 令和６年度みどり市学校運営協議会委員の委嘱について

○教育長 続きまして、日程第８、議案第５号、令和６年度みどり市学校運営協議会委員の委嘱につ

いてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

○委員 年数のところで、複数年、２年以上の方がいらっしゃるのですが、あずま小中学校は別とし

て、評議委員から継続ということになるのでしょうか。

○学校教育課長 そのとおりでして、評議委員から継続されている方は、今までの年数プラス１年と

いうことで記載しています。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第８、議案

第５号、令和６年度みどり市学校運営協議会委員の委嘱について、本案を原案のとおり決定してよろ
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しいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第９ 議案第６号 令和６・７年度みどり市青少年センター補導員の委嘱について

○教育長 続きまして、日程第９、議案第６号、令和６・７年度みどり市青少年センター補導員の委

嘱についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、社会教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔社会教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第９、議案

第６号、令和６・７年度みどり市青少年センター補導員の委嘱について、本案を原案のとおり決定し

てよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第１０ 議案第７号 令和６・７年度みどり市人権教育推進協議会委員の委嘱について

○教育長 続きまして、日程第１０、議案第７号、令和６・７年度みどり市人権教育推進協議会委員

の委嘱についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、社会教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔社会教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕
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○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第１０、議

案第７号、令和６・７年度みどり市人権教育推進協議会委員の委嘱について、本案を原案のとおり決

定してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程の追加

○教育長 お諮りいたします。議案第８号、令和６・７年度みどり市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 御異議なしと認め、議案第８号、令和６・７年度みどり市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。

─────────────────◇─────────────────

◎追加日程第１ 議案第８号 令和６・７年度みどり市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につい

て

○教育長 追加日程第１、議案第８号、令和６・７年度みどり市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

嘱についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。追加日程第１、

議案第８号、令和６・７年度みどり市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、本案を原案の

とおり決定してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────
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◎閉 会

○教育長 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。これをもって、教育委員会議を閉会といた

します。大変お疲れさまでした。

午後４時１８分閉会
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